
オリックス劇場 利用規程 

 

１．利用契約                                                          

「オリックス劇場（英字表記：ORIX THEATER）（以下、劇場という）」の利用契約（以下、本契約という）は、     

利用者が「オリックス劇場利用申込書」を株式会社大阪シティドーム（以下、会社という）に提出し、会社

が審査の上、これを承諾した時に成立するものとします。 

 

２．利用条件及び手続き                                                  

（１）利用可能施設 

①本契約に基づき、利用者が利用できる劇場の施設（以下、利用可能施設という）は、本契約で

別段の定めをした場合を除き、下記の通りとします。 

a. 座席。 

b. ホワイエ。 

c. 控室。 

d. 基本舞台設備・音響・照明。 

②利用者は、前項の利用可能施設のうち一部の施設を利用しない場合においても、利用料金の

減額を求めることはできません。 

③利用者は、利用可能施設に付帯する施設（以下、付帯設備という）を利用することができます。 

  但し、この場合の利用料金等の諸条件については 2-（4）の定めるところに従うものとします。 

 

（２）利用期間および利用料金 

①利用期間とは、催事の準備を開始する時刻から催事終了後、原状回復作業をして利用可能施

設から退出する時刻までの期間をいいます。ステージと客席の構成における「原状」とは、ステ

ージ上・客席を含む館内全域より持込み機材が全て撤去された状態をいいます。 

②利用料金は、基本料金と延長料金の合計額とします。（料金表は別紙に定める） 

③基本料金とは、利用者が別紙に定める（以下、劇場利用時間という）利用する場合の料金をい

います。延長料金とは、利用者が劇場利用時間外に利用する場合の料金をいいます。 

④利用者が、劇場利用時間外に利用を希望する場合は、別途、会社と協議の上、基本料金の他

に延長料金を支払うものとします。 

 

（３）利用料金の支払い方法 

利用者は、所定の利用料金を会社が指定する方法に従い、下記の期限までに支払うものとしま

す。 

a. 基本料金・・・利用申込書提出日の翌月末までに基本料金の 30％。 

利用予定日の 6 ヶ月前までに基本料金の 70％。 

b. 延長料金・・・利用終了後、1 ヶ月以内に全額。 

 

（４）付帯設備の使用および使用料金 

①利用者が付帯設備の使用を希望する場合は、利用開始日の 10 日前までに、会社所定の書面

をもって申し込み、会社の承諾を得るものとします。付帯設備の使用料金、使用方法、使用時

間、そのほか付帯設備使用に関する事項については、全て会社の定めるところに従うものとし

ます。 

②利用者は、付帯設備の使用料金を、利用期間終了後１ヶ月以内に、会社が指定する方法により

支払うものとします。 



（５）諸官庁への届出 

①利用者は、劇場を利用するにあたって必要な諸官庁への届出等の手続きを、利用者の責任と

費用負担において行い、関係法令ならびに諸官庁の指示・指導等に従うものとします。 

②利用者が前項の届出等の手続きを行う場合は、事前に会社の承諾を得るものとし、諸官庁か

ら指示・指導を受けたときは、その都度、直ちに会社に通知するものとします。 

 

（６）催事の運営・警備 

①利用者は、善良な管理者の注意をもって利用可能施設および付帯設備を使用し、利用者の責

任と費用負担において、催事の運営ならびにこれに必要な事前準備および終了後の原状回復

作業を行うものとします。 

②利用者は、利用可能施設および付帯設備を使用するにあたり必要な劇場内およびその周辺に

おける会場案内、観客の誘導・警備等を、利用者の責任と費用負担において行うものとします。 

③利用者は、劇場およびその周辺における観客の誘導を、会社が指示する方法に従って行い、

観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の対策を講じなければならな

い。 

④利用者および観客その他第三者は、劇場においても、自己の身体および財産について自らの

責任でこれを管理し、会社は、劇場での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切の責任を負わ

ず、利用者はこれに異議を述べないものとします。 

⑤利用者は前項の行為について会社の指示があったときには、これに従うものとします。 

⑥非常時における対応 

a. 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他関係

諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければなりません。 

b. 地震、火災その他非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は自

らの責任でこれに従い対処し、また会社の指示に従うものとします。 

 

（７）設備等の設置・搬入出 

①利用者は、劇場およびその周辺に設備・機材・車両等を設置または搬入出を希望する場合は、

利用開始日の 1 ヶ月前までに会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとしま

す。 

②前項による設置または搬入出およびその撤去に必要な資材の準備等、全て、利用者の責任と

費用負担にて行うこととします。 

 

（８）広告または看板等の掲示 

①利用者は、劇場内およびその周辺に、広告または看板等の掲示を希望する場合は、利用開始

日の 1 ヶ月前までに、会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。 

②前項による掲示場所および方法は、全て会社の指示に従うものとします。 

③利用者は、広告または看板等の掲示についての広告料を会社の定めるところに従い支払うも

のとします。 

 

（９）催事の収録または中継 

①利用者は、劇場及びその周辺にて録画、録音または撮影（以下、本件撮影等という）をするとき

は、利用開始日の 14 日前までに、本件撮影等の目的、使用する機材について、会社所定の書

面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。 

②利用者は、本件撮影等によって製作した映像もしくは画像（以下、映像等という）の放送、上映、



配信、出版、製品化など（以下、放送等という）を希望するときは、事前にその詳細を会社所定

の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。映像等を二次使用する場合も同様

とします。 

③利用者は映像等の放送を行う場合、当該放送等において、劇場の景観および広告物の映像に

変更、切除その他の改変を加えることができず、かつ、会社の協力がある旨を表示または放送

して告知することとします。これらの告知の内容および方法は、利用者と会社が協議して定め

ることとします。 

④利用者は、会社の承諾を得た場合に限り、第三者に映像、放送等の権利を譲渡し、または放送

等を許諾することができます。この場合、当該第三者に本状の定を遵守させなければなりませ

ん。 

 

（１０）会社の承諾を要する事項 

利用者は、劇場での催事について、下記の行為を行おうとする場合は、あらかじめ会社所定の書

面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。 

a. チラシその他宣伝物の配布。 

b. 入場券等チケットの発行。 

c. 新聞・テレビ・ラジオ等での広告・宣伝。 

d. 劇場の名称・肖像・その他劇場と特定できるものを含んだ上記各号の類するものの制作・配

布・掲示。 

e. 前各項に定めるほか、会社が指定する事項。 

 

（１１）禁止事項 

利用者は、その目的および事由の如何を問わず、下記の行為をし、または観客その他第三者に

これらの行為をさせることを禁じます。 

a. 会社の許可無く劇場およびその周辺において物品・飲食物を販売または領布すること。 

b. 劇場およびその周辺に危険物、その他の会社の禁止する物品を持込むこと。 

c. 利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者

にチケットを販売すること。 

d. 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を劇場に入場させること。 

e. 会社指定の場所以外で喫煙すること。 

f.   ゴミを投棄するなど、劇場およびその周辺を不衛生な状態にすること。 

g. 騒音、振動、異臭を発するなど近隣の迷惑となる行為をすること。 

h. 壁、床、器具その他劇場および備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する

行為をすること。 

i.  暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。ただし、格闘技の興  

行として相応な範囲はこの限りではない。 

j.   過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど、心身の健康状態に支障をきたす演出、 

また、賭博等もしくは宝くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。 

k.  劇場およびその周辺において、会社の顧客その他の第三者に迷惑をおよぼす行為。 

l.   自転車、バイク、自動車等を路上駐車すること。 

m.  別途会社が定める人員数を超える観客の動員、および会社が定める重量を超える機械設備等 

の設置。 

n.  その他、会社が劇場の諸施設の維持または保全のために禁止した事項。 

 



（１２）暴力団等の排除 

会社は、暴力団その他の反社会的団体の排除を営業方針とし、下記に定める者に対し、ホール 

の利用を認めないものとします。 

a. 暴力団対策法に定める指定暴力団および指定暴力団員、並びに暴力団関係者。 

b. 反社会的団体および反社会的団体構成員、並びに反社会的団体関係者。 

c. 暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示したり、これらを援助・助長する行為を行うと明ら

かに認められる者。 

 

（１３） 会社の立入り権 

①会社は、劇場の諸施設、維持、保安管理等のために必要と認めたときは、利用期間内に、利用

者が設置した設備を含め劇場内すべての場所にいつでも立ち入り、必要な措置を講ずることが

できるものとし、利用者は、会社が講ずる措置に協力するものとします。 

②利用者は、会社の要求があるときは、会社の従業員その他会社が指定する者に対し、事前に

催事開催中の入場券（ID・パス等）を予め交付するものとします。 

③会社は、劇場に諸施設の維持・保安管理等のために必要と認めたときは、利用者またはその

関係者（利用者の従業員、利用者の委託した業者およびその従業員、催事の出演者などを含

む）、催事の観客等に対して劇場内への立入りを禁止、または退去を求めることができるものと

します。 

 

（１４） 原状回復 

①利用者は、本契約に定める利用終了日時までに、利用者の責任と費用負担において、劇場 

およびその周辺に搬入したすべての設備を搬出し、利用可能施設および付帯設備を原状に回 

復し、退出するものとします。 

   ②前項の原状回復作業は全て会社指定の業者の監督及び指示の下に行うものとします。 

   ③釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第①項に定める原状回復に問題 

（隠れた問題も含む）があり、これにより会社その他第三者が損害を被った場合は、利用者は 

その損害を賠償しなければならないものとします。 

 

３．契約の解約・解除                                                     

（１）利用者による解約 

①会社所定の書面をもって申し入れることにより、いつでも本契約を解除することができます。こ

の場合、会社は違約金として、利用料金のうち下記に定める額を取得することができます。 

a. 利用申込書提出日から利用開始日の9ヶ月以上前の日に解約申し入れがあったときは利用

料金総額の 30％。 

b. 利用開始日の 6 ヶ月以上9 ヶ月未満前の日に解約申し入れがあったときは利用料金総額の

50％。 

c. 利用開始日の 6 ヶ月未満前の日に解約申し入れがあったときは利用料金総額の全額。 

d. 利用期間中に解約申し入れがあったときは利用料金総額の全額。 

②前項により、本契約が終了したときは、会社は、即受領の利用料金から違約金の額を差引いた

額を利用者に返還します。万一、即受領の利用料金が違約金の額に満たないときには、利用

者は、その不足金額を会社に支払うこととします。 

③前項の場合で未払いの利用料金があるときは、利用者は直ちに会社に支払うものとします。 

④会社が、解約により損害賠償を被ったときは、第①項に定める違約金のほか、会社は、その損

害を利用者に請求することができるものとします。 



 

（２）利用料金不払いの場合の措置 

①利用者が、2-（3）に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、会社は、事前に

利用者に対し、何らの通知催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。 

②第①項によって本契約が終了したときの利用料金および違約金の取り扱いならびに損害の賠

償は、3-（1）および 3-（4）の定めるところに従うものとします。 

 

（３）会社による契約解除 

①3-（1）場合の外、下記のいずれかに該当する事由があるときは、会社は何らの通知・催告をす

ることなく直ちに本契約を解除することができます。 

a. 利用申込書に虚偽の事実の記載があったとき。 

b. 催事の内容が公序良俗に反すると認められるとき。 

c. 利用者またはその関係者に社会的信用または倫理に反する行為があったとき。 

d. 利用者またはその関係者に会社の社会的信用を損なわせる行為があったとき。 

e. 利用者またはその関係者に会社の営業方針に反する行為があったとき。 

f. 利用者が暴力団員その他反社会的団体の構成員または関係者であったことが判明したと

き。 

g. 利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源

とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長する目的であるこ

とが判明したとき。 

h. 差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受

けたとき。 

i. 自ら振出した手形もしくは小切手の不渡り処分を受け、または銀行取り消し処分を受けたと

き。 

j. 営業を廃止し、または解散したとき。 

k. 営業処分を受け、または営業免許もしくは営業登記の取り消し処分を受けたとき。 

l. 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生法手続開始の申立てを受け、または自

らこれらの申立てをしたとき。 

m. 契約状況が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。 

n. 催事等の内容により会社もしくは利用者と第三者との間に紛争が生じ、またはその恐れがあ

る場合。 

o. その他本契約に定める利用者の義務または会社が指示した事項に著しく違反した場合。 

p. 利用開始日時に利用を開始しなかったとき。 

q. 利用を中止したとき。 

r. 事由の如何に関わらず、催事の続行が不可能になったとき。 

s. その他利用者が本契約に定める条項のうち一つでも違反したとき。 

②前項により本契約が解除された場合、利用料金の取り扱いおよび損害の賠償は、3-（1）および

3-（4）の定めるところに従うものとします。 

 



（４）即受領の利用料金の返還 

①本契約が解除等により終了したときには、会社は、即受領の利用料金から違約金および損害

賠償金等として取得できる金額を差引いた残金を、契約終了日から 2 週間以内に会社の定め

る方法で利用者に返還します。 

②前項の場合で、即受領の利用料金が違約金および損害賠償金等の会社が取得できる金額に

満たないときには、利用者は直ちにその不足額を会社に支払うものとします。 

 

（５）不可効力等によって利用が不可能になった場合の措置 

①天災地変・テロ等の不可抗力、その他利用者および会社のいずれの責に帰することができな

い事由によって、利用可能施設の全部または、一部が利用できず催事の目的を達することが

できない場合、本規程にかかわらず、会社は利用料金総額の３０％を控除した残額を利用終了

予定日から 2 週間以内に利用者に返還します。 

②前項の場合、催事開催の成立（入場券の払い戻しをしない等）以降において終了した場合、会

社は原則として利用料金の全額を取得します。 

③第①項の場合、利用者は、会社に対し、損害賠償その他何らの請求もすることができず、万一、

観客その他の第三者との間に紛議が生じた場合、利用者の責任と費用負担においてこれを処

理解決し、会社に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないもとします。 

 

４．損害賠償                                                          

（１）利用者の損害賠償責任 

①利用者、その従業員、利用日の観客、その他関係者が劇場を利用するに際し諸施設を汚損、

損壊したときは、利用者は会社に対し、原状回復のための費用そのほかこれによって会社が

被った損害を賠償するものとします。 

②利用期間中に観客その他第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、劇場の施設上の

問題に起因する場合を除き、利用者は、全て自らの責任と費用負担にて当該観客らに対し、直

接損害を賠償し、謝罪広告の掲載等、会社の指示に従い信用回復の処置をとり、会社に対し財

産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとします。 

③前項の場合、会社が第三者より責任を追求され当該第三者に損害賠償を行ったときは、会社

は直ちに利用者に対し、損害賠償に要した全費用を請求できるものとします。 

 

（２）原状回復遅延 

①利用者が本契約に定める利用終了日時までに、利用可能施設の原状回復を完了しなかったと

きは、利用者は会社がこれによって被った損害を賠償するものとします。 

②前項の場合で、利用者が残置した物件があるときは、会社はこれを搬出して処分することがで

きるものとし、利用者に対してこれを要した費用を請求できるものとします。 

 

５．その他                                                           

（１）利用権の譲渡禁止 

利用者は、本契約上の地位、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を、第三者に譲渡および転

貸することはできません。 

（２）定めに無い事項 

本規程に定めのない事項は、双方誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 


